
 

柏市立逆井小学校 いじめ防止基本方針 

（令和２年度改） 

１ 基本理念 

 「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に 

在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が 

行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットやライ 

ン等を通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象と 

なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

（いじめ防止対策推進法第二条より） 

 

   いじめは，全児童に関する問題である。全ての児童が安心して学

校生活を送り，様々な活動に取り組むことができるよう，学校の内

外を問わず，いじめが行われなくなるようにしなければならない。 

   また，全ての児童がいじめを行わず，いじめを認識しながら放置

することがないよう，いじめが，いじめられた児童の心身に深刻な

影響を及ぼす許されない行為であることについて，児童が十分に理

解できるようにしなければならない。 

   さらに，もし，いじめを受けていると思われるときは，いじめを

受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認

識しつつ，保護者，教育委員会，地域住民，児童相談所その他の関

係機関との連携を図り，学校全体で適切かつ迅速にこれに対処する。 

 

２ 組織及び組織図 

   《いじめ防止対策委員会》  

              職員会議において報告し，周知徹底する。 

＜構成員＞教頭，生徒指導主任，養護教諭， 

特別支援コーディネーター，教育相談担当，道徳主任 

        ↓ ※事実確認のため，調査班を編成する場合もある。 

        ↓ ※事案により柔軟に対応する。 

 

        ↓ ※事案発生時は，緊急対応会議を開催し，事案に 

        ↓  応じて，調査班・対応班等を編成し，対応する。 

 

          

        ↓ 

    

 

 

 

 

 

いじめの重大事態発生 

緊急対応会議 

＜構成員＞ 

校長，教頭，教務主任，生徒指導主任， 

特別支援コーディネーター，道徳主任，養護教諭， 

スクールカウンセラー，学年主任，担任， 

教育相談担当，スクールソーシャルワーカー 



 

３ いじめの未然防止について 

いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ，全ての児

童を対象に，いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。未

然防止の基本は，児童が心の通じ合うコミュニケーション能力を育

み，規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるよう

な授業づくりや集団づくりを行うことである。 

（１） 未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こるいじめ

に対し，道徳の授業等が大きな力を発揮する。とりわけ，い

じめは他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するもの

であり，いじめをしない，許さないという，人間性豊かな心

を育てることが大切になる。そのため，豊かな人間関係づく

り実践プログラムも活用していくことが必要である。加えて，

集団の一員としての自覚や自信を育むことにより，いたずら

にストレスにとらわれることなく，互いを認め合える人間関

係・学校風土をつくる。 

    ＊生徒指導の機能を生かしたわかる授業の推進 

    ＊道徳教育の充実 

    ＊ゆたかな人間関係づくり実践プログラム 

    ＊命を大切にするキャンペーン 

＊いじめ防止推進月間（１２月）の取り組み 

（２） 教職員の言動が児童を傷つけたり，他の児童によるいじめ

を助長したりすることのないよう，指導の在り方に細心の注

意を払う。また校内研修を実施し，いじめ問題について全教

職員で共通理解を図る。 

    ＊４月‥‥「いじめ防止基本方針」の共通理解 

    ＊モラールアップ委員会‥‥職員間の雰囲気づくり 

    ＊生徒指導部会…いじめの未然防止の共有 

（３） インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上

で，ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し，情報

モラルに関する指導力の向上に努め，児童に十分な指導をし

ていく。 

    ＊学活等を活用した学級指導 

    ＊講師を招いての研修会 

（４） いじめの持つ問題性や家庭教育の大切さ等を具体的に理

解してもらうため，保護者，地域住民，その他関係者と連携

を図っていく。 

     

 

４ いじめの早期発見について 

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びや

ふざけあいを装って行われたりするなど，大人が気付きにくく判断

しにくい形で行われることが多い。そのことを教職員は認識し，さ



 

さいな兆候であっても，いじめではないかとの疑いを持って，早い

段階から的確に関わりを持ち，いじめを隠したり軽視したりするこ

となく，いじめを積極的に認知するようにする。また日頃から児童

の見守りや信頼関係の構築等に努め，児童が示す変化や危険信号を

見逃さないよう，アンテナを高く保つようにする。 

（１） 学校として児童がいじめを訴えやすい体制を整え，いじめ

の実態把握に組織的に取り組む。また，保護者からの相談に

は随時対応し，「報告・連絡・相談」は欠かさない。 

①  アンケート調査 

      毎月アンケート調査を行い，必要があれば個別の面談を行

う。 

②  教育相談 

      毎月教育相談を設定し，教育相談に取り組む。 

③  スクールカウンセラーの活用 

      児童及び保護者がいじめ等に係る相談を行えるようにする。 

（２） 保護者に対しては，１学期に「逆井小いじめ防止基本方針」

を示し，いじめに対する意識を高めていく。心配な点につい

ては双方向の連絡・相談を基本にし，随時連絡を取り合う。 

 

５ いじめの相談・通報の体制について 

（１） 児童がいじめについて相談できる体制を整えることは，教

職員にとって大事なことである。いじめている側から「チク

った」と言われて，いじめの対象になったり，さらにいじめ

が助長されたりする可能性があることを教職員が十分に認識

した上で，その対応について細心の注意を払うことが必要で

ある。その対応如何によっては，教職員への不信感を生み，

その後に情報が入らなくなり，いじめが潜在化することが考

えられるので十分に気をつけたい。相談できる体制は，年度

当初の学級づくりから始まることを認識し，日々の学級経営

に努めたい。 

（２） 「問題がない学級はない」ことを踏まえ，「いじめは絶対

に許さない」という担任及び学校としての決意を伝えること

で，児童には安心感を持たせるようにしたい。その上で，い

じめられたことを「恥ずかしい」「みじめ」であると考えな

いようにすること，いじめが起こった場合には，「勇気を出

して言ってくれたね。全力で守るから」という，教職員の姿

勢を伝えるとともに，実際に守る手立てを組織的に考えねば

ならない。保健室や教育相談室等の一時的に危険を回避する

時間や場所を提供し，担任やスクールカウンセラーを中心に

本人の心のケアに努めながら具体的に心身の安全を保証する。 

（３） 状況に応じて担任以外のどの教職員でも相談等に対応でき

るようにするとともに，支援体制を整えて臨む。 



 

（４） 保護者がいじめに気付いた時に，即座に学校へ連絡できる

よう，日頃から保護者との信頼関係を築くことが大切である。 

６ いじめを認知した場合の対応について 

（１） いじめ情報のキャッチした場合 

    ①いじめを発見したり，通報を受けたりした教職員は一人で抱

え込まず，ただちに管理職をはじめ関係職員に報告する。そ

の後，いじめ防止対策委員会を中心に，組織的に，速やかに

対応する。 

②初期の段階で大切なことは，いじめを受けた児童を最優先に

考え，安全な環境でその事情や心情を聞き取り，家庭と連携

しながら見守りを続ける。（登下校，休み時間，清掃時間，

放課後等も含む） 

（２） 正確な実態把握に努める。 

①  いじめを受けた児童やいじめの情報を伝えに来た児童から話

を聞く場合は，いじめを訴えたことにより，その児童へのい

じめが新たに発生することを防ぐため，他の児童たちの目に

触れないよう，場所，時間等に慎重な配慮をして行い，訴え

を真摯に受け止める。 

② 事実確認は，いじめられている児童といじめている児童を別

の場所で行うことが必要である。 

③  短時間で正確な事実関係を把握することが大事であり，複数

の教職員で対応することを原則とし，管理職の指示のもとに

教職員間の連携と情報共有を随時行う。 

④ ひとつの事象にとらわれず，いじめの全体像を把握する。 

（３） 保護者との連携を図る。 

    ①保護者とは，複数の教職員（担任・学年主任・生徒指導主任

等）で対応し，事実に基づいて丁寧に行う。 

②今後の連携方法を話し合いながら協力を求めていく。 

 

７ 指導について 

（１） 指導体制，方針決定 

①  指導のねらいを明確にする。 

②  すべての教職員の共通理解を図る。 

③  対応する教職員の役割分担をはっきり決める。 

    ④教育委員会，場合によっては，警察等の関係機関との連携を

図る。 

（２） 児童への指導・支援 

    ①いじめられた児童側 

     ア 児童に対して 

      ａ 事実確認とともに，まず，つらい今の気持ちを受け入

れ，共感することで心の安定を図る。心配や不安を最優

先に取り除く。 



 

      ｂ 「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝え

る。 

      ｃ 必ず解決できる希望が持てることを伝える。 

      ｄ 自信を持たせる言葉をかけるなど，自尊感情を高める

よう配慮する。 

     イ 保護者に対して 

      ａ 発見したその日のうちに，保護者と連絡を取り，事実

関係を直接伝える。 

      ｂ 学校の指導方針を伝え，今後の対応について協議する。 

      ｃ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け

止める。 

      ｄ 継続して家庭と連携を取りながら，解決に向かって取

り組むことを伝える。 

      ｅ 家庭で児童の変化に注意してもらい，どのような些細

なことでも相談するよう伝える。 

    ②いじめた児童側 

     ア 児童に対して 

      ａ いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き，児童

の背景にも目を向け，指導する。 

      ｂ 心理的な孤独感・疎外感を与えないようにするなど一

定の教育的配慮のもと，毅然とした対応と粘り強い指導

を行い，いじめが人として決して許されない行為である

ことやいじめられる側の気持ちを認識させる。 

     イ 保護者に対して 

      ａ 正確な事実関係を説明し，いじめられた児童や保護者

のつらく悲しい気持ちを伝え，よりよい解決を図ろうと

する思いを伝える。 

      ｂ 「いじめは決して許されない行為である」という毅然

とした姿勢を示し，事の重大さを認識させ，家庭での指

導を依頼する。 

      ｃ 児童の変容を図るために，今後のかかわり方などを一

緒に考え，具体的な助言をする。 

③周りの児童たち 

     ア 児童に対して 

      ａ 当事者だけの問題にとどめず，学級及び学年，学校全

体の問題として考え，いじめの傍観者からいじめを抑止

する仲裁者への転換を促す。 

      ｂ 「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を，

学級・学年・学校全体に示す。 

      ｃ いじめを訴えることは，正義に基づいた勇気ある行動

であることを理解させるよう指導する。 

      ｄ いじめに関するマスコミ報道や，体験事例等の資料を



 

もとにいじめについて話し合い，自分たちの問題として

意識させる。 

（３） 今後の対応 

①  スクールカウンセラー等の活用も含め，心のケアに当たる。 

②継続的に指導や支援を行う。 

③心の教育の充実を図り，誰もが大切にされる学級経営を行う。 

 

８ 重大事態への対処について 

（１）重大事態についての基準 

【重大事態】 

〇児童が自死したり，それを企図したりした場合 

〇心身等に重大な被害を負った場合 

〇金品等に重大な被害を被った場合 

〇年間３０日を超える欠席がある場合 

 ※上記規定はもちろんのこと，これにこだわることなく，児童の個々 

  の状況と保護者の要望を十分に把握して判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）重大事態が発生した場合の対応 ※緊急時には臨機応変に対応。 

 

 

重大事態発生 

 

 

     学校           ０４－７１７４－８５４０ 

 

 

 

  適宜 

  連絡 

 

       招集 

                            報告 

                               

                           共通理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

            報告   支援       暴力・恐喝等 

                          の犯罪行為が 

                          があった場合 

 

                           連絡・相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報を得た教職員 

担任・学年主任 

生徒指導主任 教頭 校長 

いじめ防止対策委員会 

①報告・共通理解 

②調査方針・分担決定 

③報告・事実関係の把握，指導 

④方針の決定，指導体制の編成 

⑤いじめ解消の指導 

⑥解消後継続指導 

⑦経過観察 

⑧再発防止・未然防止活動 

職

員

会

議 

保

護

者 

柏市教育委員会 児童生徒課 

０４－７１９１－７２１０ 

※一報後，改めて文書により報告 

 

教育長 

市長 

学校だけで解決

が困難な事例 

柏警察署 

04-7184-0110 

柏児童相談所 

04-7134-4152 



 

９ 公表，点検，評価等について 

（１）「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページで公表する。 

（２）年度ごとに，いじめ防止対策委員会の中で，「学校いじめ防止基

本方針」の見直しを行う。 

（３）年度ごとに，学校評価と同時に行う「学校生活アンケート」を集

計し，分析を行い，これに基づいた対応をとる。 

１０〈おもな相談機関連絡先一覧〉  

 

柏市教育委員会 児童生徒課      
０４－７１９１－７２１０ 
教育支援室（教育相談，電話，面談相談） 
０４－７１３１－６６７１ 
千葉県教育庁東葛飾教育事務所 
０４７－３６１－４１０３ 
千葉県子どもと親のサポートセンター 
０４３－２０７－６０２８ 
柏警察生活安全課 
０４－７１４８－０１１０ 
柏市少年補導センター         
０４－７１６４－７５７１ 
千葉県警東葛地区少年センター     
０４－７１６２－７８６７ 
柏市役所家庭児童相談 
０４－７１６７－１４５８ 
２４時間子供ＳＯＳダイヤル    
０１２０―０－７８３１０ 
千葉県警少年センター 
０１２０－７８３―４９７ 
千葉いのちの電話           
０４３－２２７－３９００ 
柏市補導センターやまびこ電話   
０１２０－６６－３７４１（月～金曜日午１時～７時） 
（土・日曜日・祝日・年末年始は休み） 
少年相談 
０４－７１６４－７５７１（月～金曜日８時３０分～１
７：１５）（土・日曜日・祝日・年末年始は休み） 

 

 

 

 

 



 

１１ いじめの早期発見・早期対応のための年間指導計画 

 

 

 

 

 

４月  児童理解のための職員会議 

    学校生活アンケート 

５月  学校生活アンケート 

６月  柏市いじめの状況調査（１学期） 

７月  個人面談 

８月  児童理解のための職員会議 

９月  学校生活アンケート 

１０月 学校生活アンケート 

１１月 学校生活アンケート 

    柏市いじめの状況調査（２学期） 

１２月 いじめ防止月間の取り組み 

    学校生活アンケート 

１月  学校生活アンケート 

２月  学校生活アンケート 

    柏市いじめ状況調査（３学期） 

３月  アンケートをもとにした個人面談 

    年間計画のふりかえり 


